
公益目的支出計画の完了確認請求
について

令和６年度 福岡県 行政経営企画課



１．公益目的支出計画実施完了確認請求の手続き

公益目的財産額の全額を支出した場合は、公益目的支
出計画の実施が完了したことの確認を行政庁に求めるこ
とができる。（整備法第124条）
→ 確認後、行政庁より完了確認書が送付される。

確認を受けた移行法人は、公益目的支出計画に基づく
支出の義務が解除され、公益目的支出計画実施報告書
の提出義務もなくなる。（整備法第123条）

公益目的支出計画完了確認請求の手引きp.1参照



２．提出書類

提出書（かがみ文書）、別紙1及びその他添付書類で構成

定期提出書類と同様の様式のため、公益目的支出計画
実施報告書と同じ年度内に提出した方が事務手続きの簡
略化が図れる。

公益目的支出計画完了確認請求の手引きp.3参照



３．提出

「公益目的支出計画実施完了確認請求書」の確認を受
けていない法人は移行法人の義務が継続するため、計
画終了後は、速やかに完了確認請求書の手続を行う。

公益目的支出計画が完了した法人は、事業年度終了後
３カ月以内に完了確認を受けた場合には、その時点で
報告書等の義務も解除となる。（次ページ参考）

公益目的支出計画完了確認請求の手引きp.9参照



<参考>

内閣府大臣官房公益法人行政担当室（平成30年3月28日 事務連絡より）


